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配信日 平成２９年４月１８日

  太陽光発電の訪問販売 ～不意な勧誘 より慎重な対応を～ 
 

〈 内容 〉 

１週間前、知らない業者から太陽光発電の訪問販売を受けた。太陽光発電にした場合の我が家の電気

代の節約金額を試算してもらったところ、年間１０万円の節約ができるという。早く申し込みしないと

補助金の枠がなくなると熱心に勧められ、１５０万円の契約をしてしまった。後で夫に話すと大反対さ

れた。解約したい。（６０代、女性） 

 

★消費生活センターからのアドバイス 

●太陽光発電システムは、消費者の環境保護意識の高まりなどにより普及が進んでいて、それに伴い消

費生活センターへの相談も増えています。相談内容は、「支払いが不安なので解約したい」「売電収入

が業者の説明と違う」「設置工事をしてから雨漏りするようになった」などさまざまです。 

 

●取引形態は事例のような訪問販売が多く、消費者は不意打ちのような勧誘を受け、困惑しやすい状況

になります。今回は、契約書面を受け取って８日以内だったので、クーリングオフをしました。 

 

●太陽光発電システムは高額なものが多く、電力の固定価格買取制度や補助金といった支援制度があり

ます。発電効率は設置場所などに左右され、設備の保証やメンテナンスなどについて確認や検討が

必要です。複数の業者から十分な説明を聞き、見積書を取って、周りの人の意見も聞きましょう。 

 

●なお、４月１日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が改正されています。詳細は資源エネル

ギー庁のホームページなどで確認してください。 

 

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または各市町相談窓

口にご相談ください。 

 
★ おかしいと思ったら、一人で悩まず 早めに相談を 
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９ 

[相談受付時間] 平日（月～金曜日） … 午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く） 
 

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ！） 
 

長崎市消費者センター              対馬市消費生活相談所 

（０９５－８２９－１２３４）            （０９２０－５２－８３２２） 

佐世保市消費生活センター           壱岐市消費生活センター 

（０９５６－２２－２５９１）            （０９２０－４８－１１３５） 

島原市消費生活センター                五島市消費生活センター 

（０９５７－６２－９１００）            （０９５９－７２－６１４４）  

諫早市消費生活センター                西海市消費生活センター 

（０９５７－２２－３１１３）            （０９５９－３７－０１４５）   

大村市消費生活センター                雲仙市消費生活センター 

（０９５７―５２―９９９９）            （０９５７―３８－７８３０） 

平戸市消費生活センター             南島原市消費生活センター 

（０９５０―２２―４２２２）           （０９５７－８２－３０１０） 
松浦市消費生活センター 

     （０９５６－７２－１８６１）     ※ 各町にも相談窓口があります 

警戒情報 


